
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

改定案の概要の閲覧方法 
・県庁障がい福祉課のウェブページからダウンロードできるほか、県庁県民参画協働課、各総合事務所県民福祉局、

日野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎、県立図書館および各市町村役場でも閲覧できます。 

ウェブページのアドレス：https://www.pref.tottori.lg.jp/315125.htm 

・手話動画でも、改定案の概要を上記アドレスからご覧になれます。 

・郵送をご希望される方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。 
  

応募方法 
・電子メール、郵送またはファクシミリでお寄せいただくか、

意見箱への投函（上記県の機関）および市町村役場窓口の

いずれでも応募できます。 

・提出される様式は自由ですが、このチラシ（裏面）もご利

用になれます。 

・手話動画を録画したＤＶＤでも応募できます。また、手話動画を電子メールで送られたい場合は、事前に問合せ先

へご連絡ください。ご連絡後に、県から送信するＤＥＣＯ（デコ）メールを利用して動画を送付していただけます。 
  

結果の公表 
いただいたご意見への対応については、後日、とりまとめてウェブページ等で公表します。 

 

 
鳥取県では、障害者基本法に基づく「障がい者計画」と、障害者総合支援法（児童福祉法）に

基づく「障がい福祉計画（障がい児福祉計画）」を一体的に「鳥取県障がい者プラン」として策
定していますが、この度、内容の見直しを行います。 
〔次期計画期間〕令和６年度から令和１４年度（９年間） 
〔計画改定案の概要〕 
 ・近年の障がい児者を取り巻く環境の変化や、法改正の動きなどを踏まえ、障がい児者施策の一層の推

進を図っていくため、施策内容や設定目標の見直しを行うもの。 

重点的に取り組む分野 主な見直し（追加・拡充）内容 

①生活支援 重度障がい児者が地域で安心して暮らすことができるための支援強

化、障がい児支援の充実 

②保健・医療 地域移行を目指す精神障がい者に対し多職種・他機関が連携して行う

取組の全県的な展開 

③安心・安全 個別避難計画策定の促進、医療的ケアを要する方の避難対応力の向上 

④情報アクセシビリティの向

上・コミュニケーション支援 

ＩＣＴ機器利用等の支援体制充実、遠隔手話サービス等の利用促進・

定着化等を通じた新しいコミュニケーション環境創出 

⑤生活環境 利用者、専門家の立場から助言する UD アドバイザー増加の促進 

⑥雇用・就業等 新たな目標として、「魅力ある就労 B 型実現目標」を設定 

（※）新たな工賃向上計画を統合 

⑦教育、スポーツ 東京デフリンピック等を見据えたトレーニング、大会参加等への支援 

⑧文化・芸術活動 知的・発達障がいのある人やその家族も参加しやすい公演の促進等 

（※）障がい者アート計画を統合 

⑨差別の解消及び権利擁護の

推進 

民間事業者の合理的配慮の提供義務化に伴う広報、啓発活動の一層の

推進 

⑩あいサポート運動の推進等 あいサポ運動 15 周年を契機とした更なるあいサポーターの拡大 

（※）これまで別途作成していた「新たな工賃向上計画」と「障がい者アート計画」を当プランに統合します。 

鳥取県障がい者プラン（改定案） 
            についてご意見をお寄せください！ 

《応募・問合せ先》 

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 

郵 送：〒６８０－８５７０（所在地記載不要） 

電 話：０８５７－２６－７８６６ 

ファクシミリ：０８５７－２６－８１３６ 

電 子 メ ー ル：shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp 

応募期限： 

２月２９日（木） 

までにお願いします。 

プラン（改定案）の概要 

鳥取県発達障がい 
啓発推進キャラクター 

シロウクマ先生 

鳥取県では、障がい福祉の取組や施策を推進するため、 

鳥取県障がい者プランを策定しています。 

このたび、見直しを行い改定案を作成しましたので、 

県民の皆さまのご意見をお寄せください。 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

           ＊記載欄には着色をしないでください。行数は大きく変更しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございました。 

 

差し支えなければ、下記にもご記入ください。 

お住まいの市町村 鳥取県     市・郡       町（以下、不要） 

年代 
□１０歳代  □２０歳代  □３０歳代  □４０歳代 

□５０歳代  □６０歳代  □７０歳代  □８０歳代以上 

 

 

《応募先》 鳥取県庁 福祉保健部 ささえあい福祉局 障がい福祉課 

〒６８０－８５７０（所在地記載不要） 

ファクシミリ：0857－26－8136 電子メール： shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp 

【「鳥取県障がい者プラン（改定案）」 

に対する意見応募用紙】 

ご意見記載欄 


